
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

  回 数 実 施 月 日 回 数 実 施 月 日 回 数 実 施 月 日 

第 １ 回 ４月 ７日（火） 第 ８ 回 ８月２６日（水） 第１５回 １１月２４日（火） 

第 ２ 回 ４月１７日（金） 第 ９ 回 ９月 １日（火） 第１６回 １２月 ８日（火） 

第 ３ 回 ５月 ７日（木） 第１０回 ９月１４日（月） 第１７回 １月１９日（火） 

第 ４ 回 ５月１９日（火） 第１１回 ９月２９日（火） 第１８回 ２月 ４日（木） 

第 ５ 回 ６月２２日（月） 第１２回 １０月１３日（火） 第１９回 ３月 ５日（金） 

第 ６ 回 ７月２１日（火） 第１３回 １０月２９日（木）   

第 ７ 回 ７月３１日（金） 第１４回 １１月 ４日（水）   

研 修 日 程 研修時間は、各日とも１３時３０分から１６時３０分までの３時間。 

研修当日は、１３時２０分までに受付を済ませてください。 

 

こ の 研 修 は 、 事 業 所 に お い て 行 わ れ る 消 防 訓 練 の 「 消 火 訓 練 」 や 
「避難訓練」などの実務を習得して頂くことを目的とするものです。 
事 業 所 に お い て 消 防 訓 練 を 担 当 し て お ら れ る 指 導 的 立 場 の 方 の 
ご参加をお待ちいたしております。 

この研修を受講していただくと…
広島市消防局の指導に基づき行っている本研修は、受講された広島市消防局管内の 

事 業所につ いては 、消防法 令で定 める消火 訓練及 び避難訓 練を各 １回実 施 

したものとみなされます。 

※消防法令に定める訓練として受講される特定防火対象物の事業所は、広島市消防局が 

定める様式「自衛消防訓練通報書」により、当研修を受講する前に所轄の消防署あて 

通知し、その控えを「防火管理維持台帳」に綴じてください。 

 なお、様式「自衛消防訓練通報書」は、「広島市総合防災センター」のホームページ 

からもダウンロードできます。   
 

研 修 費 用 

令和８年度  

（一人当たりの費用） ３，２００円（税込） 

広島市総合防災センター  

《消防訓練に関する法令上の規定（概要）》 

❖ 消防法第 8条第 1項の防火対象物（防火管理者の選任義務のある防火対象物） 

  防火管理者は、防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づき、消火、通報及び避難の訓練を 
 定期的に実施するよう定められています。（消防法施行令第 3 条の２第 2 項）   
 「定期的に実施」…通常、1 年に 1 回以上の実施を求められますが、防火管理者が作成する 
             消防計画に、「年 2 回以上の実施」等を定めている場合は、消防計画に基づき、 
            実施しなければなりません。 

◇ 特定防火対象物の場合 

  特定防火対象物の場合は、上記に定める消防訓練のうち、消火及び避難の訓練については、 
年 2 回以上実施しなければなりません。 

  また、この消火及び避難の訓練を実施する場合には、あらかじめ消防機関に通報しなければ 
なりません。（消防法施行規則第３条第１０項・第１１項）   

 

研 修 場 所 広島市総合防災センター（広島市安佐北区倉掛 2－33－1） 
※位置等は裏面をご参照ください。（駐車場無料） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用日や利用人数について、事前に、電話（082－843-0918）でご相談のうえ、所

定の申込書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメールにより、各研修

日の７日前までにお申し込みください。  

（Ｅメールでお申し込みの場合は、申込書を添付してください。） 

申込書は、当センターでお受け取りになるか、当センターホームページからダウンロ
ードできます。 （https://hiroshima-toshiseibi.jp/bousai_c/k_jigyo/shoubou.php） 
なお、申込者が多数又は少数の場合は、訓練の都合上、希望日の変更や中止等、 
ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。 

（ＦＡＸ：082-842-2178 Eメールアドレス：bousai1@bousai-c.city.hiroshima.jp） 

1  ご自分の事業所の「避難経路」や「消防用設備」等をあらかじめ把握して 
おいてください。 

2 実技がありますので、動きやすい服装で受講してください。 
3 防火管理者証（手帳）をお持ちの方は、研修修了印を押印いたしますので 
ご持参ください。 

4 車でお越しの場合は、無料駐車場があります。 
  （隣接する広島県消防学校と間違えないように注意してください。） 
 

 

 

研修当日の留意事項等  

問い合わせ先 

【バスの利用】 
広島交通㈱ 082-842-2350 

〇広島バスセンター⑪番から 
 高陽 C 団地行き（約 40 分） 
〇広島駅⑦・⑳番から 
高陽 C 団地行き（約 50 分） 

★下車バス停名： 
防災センター入口（徒歩約 10 分） 

※バス停に案内表示があります。 

【列車の利用】 

JR 芸備線  
〇広島駅から（約 14 分） 
★下車駅名： 
安芸矢口駅（徒歩で 5 分の 
矢口バス停から高陽 C 団地 
行きバスに乗換え約 15分） 

※発着時刻等は、それぞれの 
交通機関にご確認ください。 
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 広島市総合防災センター    
（一般財団法人 広島市都市整備公社防災部） 

〔  

       広島市安佐北区倉掛 2-33-1 

〔  
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